
許可の申請 
（一般包括許可の適用及び 
個別許可の電子許可申請手続きについて） 

2012年12月1日より、 

許可申請での新たな運用を開始いたしました。 

許可が必要な場合、従来の経産省への窓口申請に加え、 

①本学での管理運用する「一般包括許可の適用」 

②インターネットを利用する「個別許可の電子許可申請」 

を運用を開始しました。（注、①②が優先となる） 

※ご不明点等ありましたら、相談窓口までご連絡ください。 
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輸出管理ホームページ掲載用 



＜運用の開始＞2012年12月1日～、上記の条件を満たす場合は、 

○経産省へ個別許可を申請は不要。 

○「包括許可の適用可否判断票」等（※3）を輸出管理事務局に提出する。 

 （※3）適用を誤ると不正輸出に繋がるため、届出・報告が必要となる場合があるため。 

 

＜通関手続きについて＞ 

○包括許可は電子化されているので、税関申告のため通関業者の指定が必要 

○紙での許可証の添付は不要 

 注）税関の確認用に、インボイスに“該当項番・規定”の記載が必要 

一般包括許可とは （※2012年12月1日より運用開始） 

次の条件を満たすリスト規制品について、取得者に対して包括的に許可する制度 

①ホワイト国（※1）向け 
（※1）輸出管理が厳密に行われている国、米国等欧米諸国等計２７ヶ国 

②２項～１４項までの特定の貨物の輸出又は技術（※2） 
（※2）適用可否は、貨物又は技術の包括マトリックス表により確認 

電子許可申請システムも導入・・・個別許可はパソコンから申請（窓口：輸管事務局） 
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【参考】 
過去の取得分では、 
全9件中の5件が 
適用の対象 

【ホワイト国】・・・アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、
チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、 
イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、
ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国  【計27カ国】 



その他の国 
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仕 向 地 ・ 提 供 地 

貨 

物 

 ・ 
技 

術 

許可の範囲は、貨物・技術と仕向地／提供地で異なる 

懸 

念 

が 

小 

懸 

念 

が 

大 

包括許可（特別一般包括許可等） 

（条件付きで一定期間有効） 

懸念国 等 

 （イラン、イラク、北朝鮮） 
（リビア）等 

ホワイト国 
（米、加、EU諸国等２７カ国） 

注）包括許可が使用できるか否かは、包括許可マトリックス表で確認する 

個別許可が必要 

経済産業省貿易管理部 適格説明会資料より一部引用 

一般包括許可 
（ホワイト包括） 

「一般包括許可の適用判断票」の運用 

［参考］ 過去分では、2009年度以降に本学で取得した個別許可9件中の5件がホワイト包括の適用範囲 

一般包括許可の適用範囲について 



電子許可申請について （従来との比較、メリット） 
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 ① 申請のために窓口に出向かなくてよい。（申請時・訂正時・受取時） 
 ② 類似申請の反復申請が容易になる。 
 ③ 経産省での審査の事務処理が迅速にり、許可が早く取れる。 
 ④ 電子ライセンスによる通関手続きのペーパレス化 
  （通関業者から税関に許可証を持ち込まなくてよい） 

電子許可申請 
の導入での 
メリット 

新規12/1～ 従来 
教職員 

輸管事務局 

窓口申請 
郵送申請 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用の 
電子申請 

教職員 

輸出入・港湾関連情報処理
システム（Nippon 
Automated Cargo And Port 
Consolidated System） 

E/L 
 Export  

license 



 
  

リスト規制（1～15項） 貨物／技術 

該当 非該当 

特例（例外規定） 
適用可 適用不可 

 
 

キャッチオール規制 
客観要件 

 
 

懸念なし 懸念あり 

包括許可の適用判断 

個別許可申請 

適用不可 適用可 

包括許可適用申請 

包括許可の 
適用手続 

貨物・技術の引合い 
電子申請が必要な場合 

新規 

Ａ 

 許可申請手続き ／ 適用する許可の種類決定   

許可申請不要 

個別許可の 
電子許可申請手続 

Ｂ 

同一性確認・通関出荷手続き 

通関出荷手続き（非規制品） 

輸出又は技術の提供の実施 Ｃ 

※許可の要否、適用する許可の種類は、
学内の電子申請システムより、 
①事前チェックリスト 
②取引審査票（該当の場合は必須） 
を起票し、審査（承認又は確認）を受ける 

2012年12月1日より 

輸出管理マニュアル13-1 
における付図1 

 名古屋大学で取得の包括許可 
 ①一般包括輸出許可証 
 ②一般包括役務取引許可証 
          【2012.12.1現在】 
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名古屋大学 

【事務局】 【審査部門】 

部局 輸出管理部門 

・一般包括許可
の申請書（※1）
作成 

・包括許可適用
判断資料の準備 
  
 （※1）学内様式 

１ 

受付 

作成に関する事前の相談 → 

（修正・追加資料依頼） 

（修正・追加資料送付） 

教職員 
注1）審査 
（最終確認） 

内容 

メール申請（資料添付） 

結果連絡 

  許可申請手続き  ／ 包括許可の適用  

注1）申請資料の 
事前確認 

2 

OK 

←（指導・支援） 

一般包括許
可の適用 

結果確認 

可 不可 

個別許可申請へ → Ｂへ 

通関・出荷手続き → Ｃへ 

3 

注1）資料作成の指導・支援及び審査は、 
輸出管理マネージャ－又は輸出管理スーパーバ
イザーが実施する。 
注2）用途により経産省への届出・報告を要する
場合がある。 

結果連絡 ｃｃ）事務担当部門 
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Ａ 
図中の☆番号は、輸出管理マニュアル13-4（輸出管理ＨＰ掲載）の項番に対応する 

☆3.（1）② 

☆3.（1）③ 

☆3.（3）① 

☆3.（3）② 

輸出管理マニュアル13-4 
の別表1の手順①～⑦ 



  許可申請手続き  ／ 個別許可の取得  

名古屋大学 

【事務局】 【審査部門】 

①審査 
②決裁 

（メール） 

[様式例] 
①輸出許可証 
②申請理由書  
      等 

部局 輸出管理部門 

経済産業省 

（本省／経済局） 

許可交付メールの受信 

事前 

相談 

電子許可申請 
（入力） 

事前確認 ・電子許可申請入力
シート（※1）作成 

・添付する許可申請書
類（※2）作成及び入手 
 
（※1）学内輸出管理HP
より様式ダウンロード 
（※2）経産省HPより様
式ダウンロード 
 
 
 
 

１ 
事前相談 → 

←（指導・支援） 

申請資料 
の確認 

内容 

OK 
※総長印は部局処理 

教職員 

受付 

メール申請（資料添付） 

（修正・追加資料依頼） 

（修正・追加資料送付） 

NACCS貿易管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

（申請） 

2 

3 

対応（輸出管理部門及び内容により教職員が直接対応） 質問等 許可 

OK 
許可証の交付 

取得連絡 

結果確認 

ｃｃ）事務担当部門 

注）許可証は電子化【画像】 注）許可証の
コピー送付 

4 

通関・出荷手続き → Ｃへ 
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Ｂ 
図中の☆番号は、輸出管理マニュアル13-3（輸出管理ＨＰ掲載）の項番に対応する 

☆3.（1）② 
☆3.（1）③ 

☆3.（2） 

☆3.（3）① 

☆3.（1）② 

☆3.（3）② 

☆3.（4）① 

輸出管理マニュアル13-3 
の別表1の手順①～⑦ 



通関手続申請 
・通関業者コード 
・許可証番号 
を入力 
 

   許可申請手続き ／ 通関・出荷手続  

名古屋大学 

教職員 

許可証の使用 

に係る情報入力 

【事務局】 【審査部門】 経産省 

部局 輸出管理部門 

同一性確認 
の実施 

同一性確認チェック
シート・報告書利用 
（通関業者名記載） 

提出（報告） 

通関 
業者 

税関 

NACCS 
システム 

許可情報 

照会 

許可 

教職員 

通関申告 

通関関連資料の写しを輸出管理事務局へ送付 

１ 

ｃｃ）輸管事務局 

実施結果 
の確認 

内容 

OK 

確認 

3 

NACCS貿易管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ 

①同一性確認結
果の承認及び 

②入力完了連絡 

ｃｃ）事務担当部門 

2 

通関・出荷手続き実施 
（通関業者に依頼） 

確認 

現品、通関資料（インボイス、パッキングリスト等） 

4 

5 

6 

7 

輸出 完了連絡（輸出許可通知書、AIRWAY BILL等資料） 
通関資料を確認 

OK 

8 

学外（経済産業省・税関・通関業者） 

9 
資料を保存 

Ｃ 
図中の☆又は★番号は、輸出管理マニュアル13-3［☆］及び13-4［★］（輸出管理ＨＰ掲載）の各項番に対応する 

（輸管マニュアル15-2による） 

☆3.（4）③/★3.（3）③ 

☆3.（4）④
/★3.（3）④ 

☆3.（4）⑤ 
/★3.（3）⑤ 

☆/★4.（1） 

☆/★4.（2） 

☆/★4.（3） 

輸出管理マニュアル13-3及び13-4 
における各別表1の手順⑧以降 
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